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（就業制限）

第六十一条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、
都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた
者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する
者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

２ 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつては
ならない。

３ 第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、
これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。

４ 職業能力開発促進法（昭和四十四年法律第六十四号）第二十四条第一項（同法第二十
七条の二第二項において準用する場合を含む。）の認定に係る職業訓練を受ける労働者に
ついて必要がある場合においては、その必要の限度で、前三項の規定について、厚生労働
省令で別段の定めをすることができる。
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労働安全衛生法第61条



（一社）港湾荷役システム協会
先 端 物 流 戦 略 研 究 所

無人運転機械の開発・普及状況
無人運転機械が使用され、又は想定されている作業
無人運転機械の制御方式や技術水準



STSクレーン RTG RMG ストラドルキャリア

AGV トップリフター リーチスタッカー 構内シャーシ
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先 端 物 流 戦 略 研 究 所港湾における主な荷役機械
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先 端 物 流 戦 略 研 究 所世界の自動化コンテナターミナルの普及状況
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先 端 物 流 戦 略 研 究 所ロサンゼルス港における荷役作業
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先 端 物 流 戦 略 研 究 所自動ストラドルキャリア＠LA港2014
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先 端 物 流 戦 略 研 究 所遠隔操作RTG＠飛島コンテナターミナル（名古屋港）
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（一社）港湾荷役システム協会
先 端 物 流 戦 略 研 究 所遠隔操作RTGの安全確保のためのモデル運用規程

•港湾労働力の減少や高齢化に対応し、既設コンテナターミナル
への遠隔操作RTG（Rubber Tyred Gantry）導入を進める中で、
安全確保のための基本的な考え方や実施事項、運用規程の記載
例などを示したもの。

•設置者が安全な運用体制を整備する際の参考資料として活用さ
れる。

• https://www.mlit.go.jp/common/001282885.pdf
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設置者等は、関係法令の規定や考え方に則り、遠隔操作 RTG の
導入により新たに必要となる安全確保のため、関係者と協力して、
（１）安全確保に係る責任者の決定

（２）リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施
（ア）危険性等の同定及びリスクの見積り

（イ）リスク低減方策の検討

（ウ）運用規程の整備

（３）施設の維持管理

（４）教育・研修等

を行う。また、実際の運用状況を顧みて、必要に応じて運用規程
の見直しを行う。
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【港湾の施設の技術上の基準の細目を定める告示（抄）】

第92 条移動式荷役機械の性能規定は、荷役機械の形式に応じて、
次の各号に定めるものとする。

一対象船舶、貨物の種類及び量、係留施設の構造及び荷役の状況に応じ

て、適切に配置され、かつ、所要の諸元を有すること。

二当該施設周辺の環境保全のために、必要に応じて、粉じん、騒音等の

防止ができるよう適切な機能を有すること。

三貨物の安全かつ円滑な荷役が行えるよう、必要に応じて、衝突防止の

ための適切な措置が講じられていること。
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【技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示（抄）】

第5条技術基準対象施設の設置者は、省令第4条第5項に規定する運用
方法の明確化その他の危険防止に関する対策として、自然状況、利用

状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、次の各号に掲げ

る対策を行うことを標準とする。

一～三（略）

四運用時において、移動式荷役機械を使用する施設については、当該施設にお

ける衝突防止に必要な措置及び当該措置の実施について責任を有する者の明

確化

五前各号に掲げるものの他、当該施設を安全な状態に維持するために必要な運

用規程の整備又は当該施設の管理者等により整備された運用規程の確認
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【労働安全衛生法（抄）】

第28条の2  事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、
原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因す
る危険性又は有害性等（第五十七条第一項の政令で定める物及び第五十七
条の二第一項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。）
を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定に
よる措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な
措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化
学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害
を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その
他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。

2～3 （略）
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【危険性又は有害性等の調査等に関する指針（平成18年3月10日
危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第1号）（抄）】 
（注：機械の包括的な安全基準に関する指針（平成19年7月31日基発第0731001号）により一部読み替え、また、適宜用語の省略を加えた。）

３実施内容

事業者等は、調査及びその結果に基づく措置として、次に掲げる事項を実施す
るものとする。

①機械に労働者が関わる作業等における危険性又は有害性（以下「危険性等」と
いう。）の同定

② ①により同定された危険性等によって生じるリスクの見積り

③ ②の見積りに基づくリスクを低減するための優先度の設定及びリスク低減措
置内容の検討

④ ③の優先度に対応したリスク低減措置の実施
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先 端 物 流 戦 略 研 究 所危険性等の同定及びリスクの見積り

•手順① 遠隔操作RTGの稼働状況の網羅

•手順② 各状況において想定される危険性等の同定

•手順③ リスクの見積



（一社）港湾荷役システム協会
先 端 物 流 戦 略 研 究 所危険性等の例及びリスクの見積りの例（抄）



（一社）港湾荷役システム協会
先 端 物 流 戦 略 研 究 所

ご静聴ありがとうございました
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